
令和７年度 西鴨江台地地区（市単独）環境調査業務仕様書 

 

 

第１条 適用 

本仕様書は、委託者が委託する西鴨江台地地区（市単独）環境調査業務に適用する。 

 

第２条 業務の目的 

本業務は、西鴨江台地地区及び周辺の環境調査を行うことを目的とする。 

 

第３条 通則 

受託者は、本業務の実施にあたり業務設計書、業務契約書及び本仕様書に基づき､

正確かつ誠実に業務を行わなければならない。 

 

第４条 業務対象区域 

本業務における業務対象区域は、別紙「配置図」のとおりとする。 

 

第５条 技術基準等 

本業務の実施にあたっては、浜松市土木工事関連業務委託共通仕様書、その他関

係する最新の技術基準及び参考図書に基づくこと。 

 

第６条 業務内容 

１ 計画準備 

・鳥獣の捕獲等許可申請書を作成し、静岡県西部農林事務所に提出する。 

・許可取得後、鳥獣の捕獲等許可書を委託者に提出する。 

・関係機関（静岡県西部農林事務所等）との協議を行う。 

 

【鳥獣の捕獲等許可申請書について】 

・環境調査を行うにあたり、静岡県西部農林事務所に鳥獣の捕獲等許可申請書を

提出し、許可を受ける。一時的に捕獲する場合でも、許可が必要とされる。 

 

２ 現地調査、とりまとめ 

・「令和６年度 西鴨江台地地区（市単独）農地利用状況調査及び環境調査業

務」の現地調査計画書に基づき、「表 現地調査の内容（参考）」の現地調査

を行う。 

・現地調査の結果は、確認種リストとしてとりまとめる。 

・希少種、重要な種等が確認された場合、種名、個体数、確認位置を整理したう

えで、専門家の意見を聴き、対応策を検討し、提案する。 

 

【専門家について】 

・専門家とは、公的研究機関や大学の研究者等、自然環境に精通した者とし、受

託者が選定し、委託者の了承を得た者とする。 

 

３ 予測・評価・環境保全措置の検討 

・現地調査結果を踏まえ、事業による予測・評価・環境保全措置の検討を行う。 

 

第７条 協議 

本業務の作業内容については、委託者、受託者と協議するものとする。また、打

合せは業務着手時、２回中間打合せ及び納品時に実施するものとし、打合せ記録簿

を作成し、発注者の確認を受ける。 



 

第８条 中間報告 

受託者は委託者の求めに応じ、その都度中間報告を行うものとする。 

 

第９条 成果品 

成果品は次のとおりとし、全て委託者に帰属するものとする。 

１ 報告書              １部 

２ 電子データ（ＣＤ－Ｒ等）     １式 

３ 調査結果の概要          １部 

４ その他、委託者が必要と認める資料 １式 

 

第１０条 貸与資料 

   本業務を実施するにあたり、委託者は必要に応じて資料を貸与する。資料につい

ては、委託者、受託者との協議の上定めるものとする。 

   

第１１条 その他 

本仕様書に記載されていない事項または、疑義を生じた場合は、委託者、受託者

との協議の上定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査項目 調査時期・回数 調査方法 

動物 

哺乳類 １季（秋） 
フィールドサイン法 
トラップ法 
無人撮影法 

一般鳥類 ３季（夏・秋・冬） 
任意観察 
定点調査 
ルートセンサス法 

爬虫類・両生類 ２季（夏・早春） 任意観察 
魚類 １季（夏） 任意採集 

昆虫類 ２季（夏・秋）、室内同定含む 
任意採集 
ライトトラップ法 
ベイトトラップ法 

底生動物 ２季（夏・冬）、室内同定含む 定性調査・定量調査 
猛禽類 ７か月 定点調査 

植物 植物相 ３季（夏・秋・早春） 任意観察 
相観植生図 １季（夏） 相観植生図作成 

生態系 注目種等 動物・植物と兼ねる 上位・典型性・特殊性 

表 現地調査の内容（参考） 



西鴨江台地地区
　位　置　図

約47ha 西鴨江台地地区

約142ha 業務対象区域

凡例



西鴨江台地地区
　配　置　図

業務対象区域

西鴨江台地地区

約47ha 西鴨江台地地区

約142ha 業務対象区域

凡例





      






































